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市制施行30周年記念

市の木

もみじ

（イロハもみじ）

昭和56年３月１日制定

55年度一般会計決算見込み

財
政
自
主
再
建
計
画

２
年
短
縮
し
赤
字
解
消

市
で
は
、
去
る
七
月
三
十
日
の
市
議
会
総
務
常
任
委
員
会
で
、
昭
和
五
十
五
年
度
決
算
見
込
み
に
つ

い
て
報
告
を
行
い
ま
し
た
。
五
十
五
年
度
決
算
見
込
み
で
は
、
財
政
自
主
再
建
計
画
で
見
込
ん
で
い
た

黒
字
額
一
億
六
千
三
百
万
円
が
、
市
税
の
増
収
と
歳
出
経
費
の
減
な
ど
で
二
億
九
千
九
百
万
円
に
増
え
、

五
十
五
年
度
単
年
度
収
支
決
算
で
は
五
億
五
百
万
円
の
黒
字
決
算
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
昭

和
五
十
五
年
度
で
計
画
ど
お
り
財
政
自
主
再
建
計
画
が
達
成
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

画三

1
9

8
1
8
5
2
1
3
5
8
一
一
一
一
一
一

計
み

大
詰

1
9

6
6
5
6
7
3
3
7
4
一
一
ｓ

㈲
ｏ
０
０
旧
支

頷
額
額
越
額
収

Ｊ
で
亘
言

歳
歳
差
翌
す
実
単

に分たし越繰へ度年翌を業事の度年5
5ヽ

源

は
財

源
う

財
な

の
も

剛
と

く

再
建
計
画
上
回
る

黒
字
を
達
成

五
十
五
年
度
の
歳
入
合
計
は
二

亘
二
億
三
千
八
百
万
円
で
、
再
建

計
画
額
（
第
十
一
回
倉
更
額
）
を

百
万
円
下
回
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

市
税
収
入
で
の
特
別
土
地
保
有

税
な
ど
で
四
千
五
百
万
円
増
収
に

な
っ
た
も
の
の
、
寄
附
金
等
で
減

額
と
な
り
、
差
引
で
減
収
に
な
っ

た
の
が
主
な
原
因
で
す
。

一
方
、
歳
出
は
各
予
算
費
目
の

執
行
残
額
が
累
積
し
て
、
一
億
五

千
三
百
万
円
の
減
額
で
百
九
土
ハ

悳
〈
千
五
百
万
円
と
な
り
‘
’
チ
。

歳
入
歳
出
差
引
額
か
ら
五
土
八

年
度
へ
繰
越
す
べ
息
隠
翌
億
七

千
四
百
万
円
か
減
じ
る
と
、
実
質

収
支
は
二
億
九
千
九
百
万
円
の
黒

字
と
な
り
、
財
政
再
建
計
画
牽
上

回
る
黒
字
登
場
成
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
ま
た
、
五
十
五
年
度

単
年
度
収
支
で
は
五
億
五
百
万
円

一般会計決算（見込み）状況

の
黒
字
決
算
と
な
り
ま
し
た
。

次
に
、
五
十
四
年
度
決
算
と
の

比
較
で
は
、
歳
入
で
六
・
二
％
、

歳
出
で
五
・
二
％
の
増
加
と
な
っ

て
い
ま
ず
。
と
昨
わ
け
、
五
十
五

年
度
は
総
合
計
回
に
も
と
ず
く
実

施
計
画
の
初
年
度
で
、
市
民
文
化

セ
ン
タ
ー
建
設
用
地
の
取
得
造
戌

事
業
や
都
市
計
画
街
路
事
業
な
べ

将
来
舎
曼
じ
た
街
つ
く
り
に
着

手
し
た
こ
と
が
特
色
で
す
。

財
政
体
質
の
改
善

今
後
の
課
題

財
政
自
主
再
鴉
群
国
は
、
昭
和

五
十
三
年
度
か
ら
五
ヵ
年
で
累
積

赤
字
の
解
消
と
財
政
体
質
の
改
善

奎
凶
る
こ
と
か
目
的
に
策
定
し
た

も
の
ぶ
ふ
、
五
十
五
年
度
で
累

積
赤
字
を
解
消
し
た
こ
と
に
よ
り

計
画
を
二
ヵ
年
短
縮
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

し
か
し
赤
字
は
解
消
で
き
た
も

の
の
、
財
政
体
質
の
改
善
に
つ
い

て
は
諸
に
っ
い
た
ば
か
り
で
、
な

お
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
ず
。
人

口
急
増
に
伴
ヶ
学
校
建
設
に
か
か

る
起
債
の
返
還
を
は
じ
め
、
義
務

的
経
費
は
、
今
も
市
財
政
を
圧
迫

し
て
お
り
、
更
に
健
全
化
へ
の
努

力
が
必
要
で
す
。
ま
さ
に
体
鰐
吹

善
の
仕
上
期
は
こ
れ
か
ら
と
い
え

康
ｙ
。

Ｑ
Ｊ

ｎ
乙

０－

の
事
故
に
備
え
ま
し
ょ

心
保
険
年
金
課
）

事故にも年金支給

保険料は必ず納付を

国
民
年
金
は
、
高
齢
に
な
っ
た

と
き
老
齢
年
金
舎
算
け
る
た
め
に

加
入
す
る
も
の
ぶ
ふ
、
加
入
中

に
不
測
の
事
故
に
あ
っ
た
場
合
、

左
表
の
よ
之
捨
金
が
支
給
さ
れ

ま
ず
。
た
だ
し
、
そ
れ
ま
で
の
期

間
に
つ
い
て
保
険
料
が
納
ま
っ
て

い
る
か
ど
之
石
火
切
な
要
件
と

な
り
ま
ず
。
こ
の
た
め
、
日
頃
か

ら
納
付
期
限
ま
で
に
保
険
料
m

め
、
万
一

’
つ
’
。

こんなときに支給される

７

費
％
教
ほ

こ
’

ニ
Ｊ
７

弓
が
Ｉ
ご
乙

ｃ
x
．
≪
／
＼
ｕ
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00万円の黒字

回
『
万
万
…
…
…
一
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ぺ
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眉
順
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…
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M
一

三
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｝
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゛
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服
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…
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爪
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゜
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Ｉ
Ｂ
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Ｊ

犬
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』

・
＝

」
…
…
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三
一

｀
゛
゛

羅
｀
に
匹
談
廠
…

…
」 ・

Ｊ
Ｅ

恥

一
…
…

゛
‘

に
～
■
。
。
■

゛
゛

‥
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‘ い
｝
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｀
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‘
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心
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’
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犬
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廠
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｛
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゛ Ｊ
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・
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回
心

鎌
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い
ｉ

公

’
４
１
１

一

一
万
…
…
…
｛
｝
」い

』
一
Ｊｙ

・
・ 」・
゛
し
い
‘
・
’
｝
■
・
’

四
則
‰
心
強

■ し
…

…
゛
～■

「 ■
’

｀
ヽ
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一
回
一
一

一 一
～
ご
よ
」
｝
｛
「
ｙ
ヤ
」
］
」
～
～
三
…
…
遊
説
八
’
廠
一
「
一
ぺ
｛
７
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４
９

１

Ｉ
三
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一
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゛
一
廠
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゛
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Ｊ
｀
い
ｙ

ぱ
鴻
目
ｊ
｝
こ

…
…
－
ヽ
爾
皿
難
｀
廠

“

で
一
１
１
六
昨
年
度
は
、
宇
治
市
実
施
計
画

’

鴇
し
い
を
予
算
化
し
都
市
基
盤
整
備
を
積

っ
Ｊ
・
…
…
・
…
…
…
―
’
゛

搦
鎚
、
『

卜

回
言
極
的
に
す
す
め
ま
し
た
。
（
写
真

｛
…
…

一
～
廠

……
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｝
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…
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ｌ
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消
費
者

コ
ー
ナ
ー

こ
の
ほ
ど
、
昭
和
五
土
〈
年

度
の
消
費
牛
涙
運
続
講
座
が
開

か
れ
、
京
都
市
立
病
院
医
師
の

西
山
昭
嗣
さ
ん
に
「
こ
の
ご
ろ

の
日
本
人
の
体
と
病
気
」
に
つ

い
て
講
演
し
て
い
た
だ
去
蛋
し

た
。今

回
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
し
ょ
う
。

◇

成
人
病
は
、
そ
の
疾
病
構
造

が
治
療
法
の
変
化
に
よ
♀
ハ
き

く
Ｅ
Ｃ
つ
て
き
て
い
‘
’
チ
。
た

と
ａ
、
肺
結
核
な
慕
ほ
じ

め
と
ず
る
感
染
症
に
よ
る
死
亡

が
激
減
し
、
肺
ガ
ン
な
ど
の
い

わ
ゆ
る
悪
性
腫
瘍
が
増
し
。
心

因
性
唇
鸞
參
く
な
っ
て
い
ま

す
。
肝
臓
病
で
は
、
ビ
ー
ル
ス

晏
斧
一
と
と
も
に
ア
ル
コ
ー
ル

に
よ
る
も
の
が
増
凡
て
い
ま
ず
。

正しく飼っていますか
あ
な
か
ほ
犬
を
正
し
ぐ
飼
っ
て

い
ま
で
か
ト
≒
犬
害
」
は
今
、

大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま

す
。そ

こ
で
、
犬
か
正
し
ぐ
飼
う
に

は
ど
｀
千
れ
ば
よ
い
の
か
考
汽
て

ま
ず
。

①
成
人
病
の
死
亡
順
位

こ
シ
し
た
傾
向
は
、
抗
生
物

質
の
普
及
に
よ
る
治
療
方
法
の

変
遷
や
、
日
本
入
の
食
生
活
、

隻
薇
境
の
欧
米
化
に
よ
る
と

い
る
の
が
わ
か
り
ま
７
．

②
成
人
病
の
原
因
ｙ
予
防
策

▼
脳
血
管
障
害

こ
の
病
気
は
若
年
層
に
も
ぶ

え
て
い
求
ふ
、
く
も
障
下
出

血
は
特
に
多
く
、
突
然
発
同
し

一
、
二
時
間
刄
孟
で
な
い
と

死
｛
Ｌ
ず
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

中
高
年
層
で
は
、
①
脳
皿
栓

②
脳
出
血
で
、
十
年
前
に
比
べ

る
と
脳
皿
栓
の
方
が
増
え
て
い

成
人
病
に
よ
る
死
亡

消費生活

連続講座

の
で
、
高
血
圧
の
人
の
活
勁
時

に
お
こ
り
や
す
く
、
進
行
も
卓

く
数
時
間
忿
照
点
に
達
し
ま
ず
。
’

悪
性
腫
瘍
が
増
加

こ
ろ
が
大
き
い
と
胆
ｐ
れ
ま
ず
。

暴
辺
の
厚
生
省
の
調
べ
に
よ

り
ま
£
、
死
亡
跨
ぽ
①
脳

血
管
障
害
（
脳
卒
中
。
脳
出
血
）

②
悪
性
新
生
物
（
ガ
ン
な
ど
）

③
虚
血
性
心
疾
患
（
心
筋
梗
塞

な
ど
）
④
糖
尿
病
な
芦
と
な
っ

て
い
て
、
文
明
病
と
い
わ
れ
る

悪
件
薪
生
物
、
心
筋
梗
塞
、
糖

尿
病
の
死
亡
率
が
高
く
な
っ
て

み
ま
し
ょ
う
。

◇

犬
は
、
家
庭
の
１
．
ト
と
し
て

一
番
親
し
奔
れ
愛
征
れ
て
い
る
動

物
で
あ
る
Ａ
Ａ
Ｗ
ｌ
／
番
犬
、
盲

導
犬
な
戸
戸
じ
て
人
間
社
会
に
貢

献
し
て
い
ま
７
．

し
か
し
、
市
に
は
野
犬
の
補
獲

や
犬
の
放
し
飼
い
な
ど
の
苦
情
や

要
望
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
ｙ
。

こ
れ
に
は
、
都
市
化
が
す
す
み
過

密
化
現
象
の
中
で
の
隻
垣
境
を

と
り
ま
く
問
題
が
あ
り
求
ふ
、

孝
一
。

脳
血
栓
は
、
勣
派
硬
化
に
よ

昨
座
の
血
管
が
つ
ま
り
、
脳
の

一
部
が
死
ん
で
し
ま
ラ
も
の
で
、

変
則
的
に
ゆ
っ
く
的
進
行
し
、

夜
中
や
安
静
時
に
昂
ｒ
弔
す

く
半
身
麻
庫
、
夏
‘
、
感
覚
障

害
の
後
遺
症
が
残
り
や
す
い
。

と
こ
ろ
が
、
脳
出
血
は
脳
の
血

管
が
破
れ
脳
の
一
部
が
死
ぬ
も

犬
夕
飼
’
７
人
が
塑
容
中
１
ま

す
車
夫
か
飼
ヶ
人
の
自
覚
と
責

任
が
求
め
β
れ
て
い
ま
ず
。

▼
飼
い
主
に
な
る
Ξ
つ
の
粂
件

①
犬
に
つ
い
て
科
学
的
な
知
識
を

深
め
る
こ
と
。
云
し
て
、
し
つ

け
客
高
雲
刄
石
つ
こ
と
。

②
犬
名
習
乗
庭
環
境
や
、
だ
れ

が
責
任
忿
も
つ
か
忿
砧
し
あ
っ

て
か
ら
飼
う
こ
と
を
決
め
る
こ

と
。

③
動
物
皐
ハ
切
に
す
る
気
持
と
他

人
に
迷
娶
厖
一
け
な
い
飼
い
方のもいなせか欠は動運てつとに犬

い
ず
ひ
い
‘
、
高
脂
防
、
多
塩
の

食
生
活
に
な
ら
ぬ
よ
み
ふ
だ
ん

の
配
慮
が
必
票
ず
。

▼
悪
性
新
生
物

こ
の
病
Ｓ
の
約
六
割
は
ガ
ン

ぶ
か
、
日
本
入
に
多
い
の
は

胃
ガ
ン
で
ｙ
。
１
が
し
、
欧
米

化
さ
れ
た
食
委
握
お
く
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
れ

か
ら
は
欧
米
な
み
に
大
腸
ガ
ン

M
o
る
こ
と
。

▼
飼
い
主
に
な
れ
ば
次
の
こ
と
を

守
り
ま
し
ょ
う

①
犬
の
登
録
と
狂
犬
同
予
防
注
射
。

狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
、
生

後
三
ヵ
月
（
九
十
日
）
以
上
の

犬
は
全
て
毎
年
一
回
の
登
録
更

新
ｙ
狂
犬
病
予
防
洋
射
（
春
と

秋
の
二
回
）
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
ず
。

が
ふ
え
て
い
く
と
贋
ｐ
れ
ま
ず
。

大
腸
ガ
ン
の
特
徴
は
、
①
下

県
葛
（
直
腸
ガ
ン
）
②
極
秘

と
ぶ
｀
鷺
ぐ
昨
か
え
す
③
便
柱

が
ほ
そ
ぐ
な
る
と
い
.
ｆ
Ｎ
t
Ｐ
の
で
、

Ｐ
ｆ
ｉ
t
ｎ
Ｏ
部
谷
じ
て
は
直
腸
あ

た
ぴ
が
多
い
の
で
、
指
に
よ
る

奢
見
も
で
き
る
。

ま
た
、
胃
ガ
ン
に
つ
づ
い
て

子
宮
ガ
ン
、
乳
ガ
ン
も
多
い
が
、

集
団
検
診
が
簸
讐
範
て
き
て

い
る
た
め
早
期
匹
筧
・
早
期
治

療
が
で
き
る
可
能
性
が
’
ハ
奇
ぐ

な
っ
て
き
て
い
ま
ず
。
モ
の
う

え
、
日
本
で
は
フ
ァ
イ
バ
ー
ス

コ
ー
プ
（
内
視
鏡
）
の
開
発
が

す
す
ん
で
い
て
、
検
査
や
治
療

が
１
や
す
く
な
っ
て
い
ま
ｙ
。

ま
た
、
・
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
や
超
音

波
診
断
藍
一
石
開
発
在
れ
て
い

ま
で
一
。
し
か
し
、
早
期
発
見
が

大
事
な
の
で
定
期
的
に
検
診
<
ｂ
)

営
け
る
こ
と
か
盆
恐
司

（
つ
づ
ぐ
）

（
商
工
観
光
課
）

市
で
は
、
保
健
所
と
協
力
し

四
月
と
十
月
に
集
団
津
射
を
行

っ
て
い
ま
ｙ
。
く
わ
し
い
日
時

・
や
場
所
は
、
市
政
だ
よ
的
一
等
で

お
知
ら
せ
し
ぶ
チ
。

②
犬
は
必
ず
つ
な
い
で
飼
う
こ
と

と
、
犬
を
飼
育
し
て
い
る
こ
と

の
標
識
を
つ
け
奏
し
ょ
う
。

飼
い
犬
を
取
し
飼
い
す
る
こ

と
は
仙
Ｔ
ハ
ヘ
の
迷
思
に
な
り
、

市
政
短
信

七
月
三
十
日
と
三
十
一
日
の

１
は
約
九

丈
の
子
μ
も
が
参
加
。

牛
活
に
欠
ぐ
こ
と
の
で
き
な
い

水
の
旅
汲
な
ど
、
暮
ら
公
き
さ

え
る
施
設
少
見
学
し
、
盲
豚
み
の

一
日
農
昌
鳶
に
す
ご
し
奔
し
た
。

市
で
は
、
今
後
も
市
民
の
み
な

き
に
市
政
を
ご
理
解
い
｀
把
ぐ

事
業
に
取
的
組
む
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。

喜ぐ心もＷく聞
Ｉ

を
で
四
｀

詣熱
撰４

一一
一］］］］］一

一
］゛一一

″゛｀
一

゛゛

て乱え

ケ

s
あ
た

i
i
-
t

前
か
腿
西

い
４
ｔ

）
の
北
側

が
ま
つ
ら

-
m

へ
、
柚

－
ｊれ

て
い

い
ま
は
伽
逮
の
Ｍ
た
ち
に
よ
っ

ま
つ
ら
れ
、
た
い
泄
口
犯
さ
れ

い
ま
す
が
、
こ
の
石
拠
績
に
ほ

く
か
ら
、
か
わ
っ
た
風
習
が
伝

ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
。

オ
コ
リ
と

と
き
、
こ

（
ワ
ラ

‘ で

い
う
齢
貳
に
か
か
っ
た

の
お
漸
漸
さ
ん
を
獄
彫

肘
っ
た
ナ
ワ
）
で
し
ば

つ
て
お
祈
り
を
す
る
と
、
お
地
蔵

オコリをなおした

あ地蔵さん

さ
ん
が
、
オ
コ
リ
を
な
お
し
て
く

だ
さ
る
と
い
う
の
で
す
。

オ
コ
ー
ど
い
う
殲
知
は
ヽ
蜘

よ
っ
て

と
で
、

旅
泌
の

討
貿
］
‥
詰

い
あ
い
だ
、
こ
の

れ
て
き
ま
し
た
。

オ
コ
リ
に
か
か
る
と
、
な
い
齢

が
で
て
か
ぬ
こ
と
も
剱
く
、
た
と

え
病
気
が
な
お
っ
て
も
、
い
ろ
い

ろ
な
噺
念
が
潔
る
こ
と
も
あ
る

の
で
す
・
そ
こ
で
か
部
の
だ
れ
か

ｆ
拙
こ
り
に
か
か
る
と
。
こ
の
お

地
蔵
さ
ん
に
お
ま
い
り
し
て
、
ナ

⑩

ワ
で
お
地
蔵
さ
ん
を
し
ば
り
ま
す
。

な
お
れ
ば
そ
の
ナ
ワ
を
解
い
て
、

お
地
蔵
さ
ん
に
お
礼
を
言
い
ま
す
。

こ
の
信
仰
は
、
そ
う
と
う
広
い

菅
に
湊
ら
れ
て
い
た
よ
り
で
Ｅ

逮
く
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
住
む
人

も
、
お
ま
い
り
に
来
た
と
い
う
こ

と
で
す
い
か
っ
の
こ
^
Ｃ
■
Ｒ
-
Ｘ
･
･
？
!
、

こ
の
お
地
蔵
さ
ん
は
蔵
恋
地
蔵
と

Ｅし
て
い
た
蚊
か
ぽ
く
滅
さ

と
、
も
う
こ
の
よ
う
な
廊

な
く
な
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
い
ま

ｔ
｛

ｇ

ん
の
身
近
か
な
と
こ
ろ
に
も
あ
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ら
の
こ
と

ち
い
１
じ
４
け
ん

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
条
件

ひ
と
。
く

や
、
む
φ
し
の
人
た
ち
の
躇
ら
し

ぷ
り
が
知
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
の

で
す
。
み
な
さ
ん
も
、
お
じ
い
さ

ん
や
お
ば
あ
さ
ん
、
ま
た
は
近
く

の
お
年
寄
り
に
た
ず
ね
て
み
ま
せ

ん
か
。

れ
き
Ｌ
Ｌ
り
４
し
つ

〈
歴
史
資
料
室
〉

４ｎ
／
】

０－

犬
に
も
取
浪
癖
を
つ
け
る
こ
と

に
な
り
乖
ｙ
。
し
か
し
、
毎
日

一
宮
璽
の
運
動
≪
＋
ハ
切
で
あ
り
、

犬
の
牛
活
サ
イ
ク
ル
を
つ
く
り

家
族
の
一
員
と
し
て
位
暇
づ
け

る
こ
と
が
正
し
い
飼
い
方
と
い

え
未
丁
。
ま
た
、
犬
か
飼
っ
た

握
Ｒ
家
の
玄
関
な
ど
に
。
犬
”

の
標
識
を
つ
け
侭
し
ょ
う
。

▼
犬
、
ね
こ
の
引
取
り

も
し
、
犬
か
飼
え
な
ぐ
な
っ

た
と
き
は
市
役
所
か
堡
蘭
蜜

で
連
絡
し
て
ぐ
だ
さ
い
。
保
健

所
で
は
、
嘔
肖
曜
日
の
午
前

中
が
引
取
日
で
ｙ
。
ね
こ
は
、

。
飼
い
ね
こ
’
の
み
引
取
的
ｉ

す
。
こ
の
場
合
に
は
、
麻
袋
な

ど
に
い
れ
で
ぐ
だ
さ
い
。

▼
飼
い
犬
が
死
亡
し
た
と
き

飼
い
犬
が
死
亡
し
、
自
ら
死

体
処
理
が
困
難
な
場
合
は
、
市

９
屏
清
掃
課
ま
Ｖ
連
絡
し
Ｗ
v

だ
さ
い
。

▼
飼
い
犬
が
人
を
か
ん
だ
と
き

保
健
所
へ
届
け
出
を
し
て
ぐ

だ
さ
い
。

◇

犬
は
、
私
た
ち
の
暮
し
の
中
の

一
員
と
い
え
ま
７
．
愛
情
、
勇
気
、

利
口
さ
な
ど
で
も
犬
の
右
に
出
る

動
物
は
あ
り
ま
せ
ん
。

み
娶
｛
λ
ね
飼
い
主
Ａ
Ｘ
し
て

の
心
得
と
義
務
を
守
り
、
家
族
同

様
に
宮
原
も
っ
て
飼
っ
て
ぐ
だ

さ
い
。

（
保
健
衛
生
課
）

現
在
、
珊
設
中
の
京
都
地
方
法

務
局
宇
治
支
局
は
、
八
月
下
旬
に

宇
治
市
役
所
の
横
、
宇
治
琵
琶
三

三
の
二
に
完
成
の
予
定
。
九
月
七

日
叩
午
前
八
時
半
か
息
挺
に
業

務
を
開
始
し
ま
す
。

‘

宇
治
支
局
で
の
業
務
内
容
は
、

不
動
産
・
商
業
法
人
の
登
記
、

戸
籍
、
供
託
、
人
権
擁
護
に
関
す

る
事
務
で
’
ｙ
。
な
お
、
業
務
開
始

・
に
伴
う
薪
庁
舎
へ
の
関
係
書
類
の

移
送
を
、
九
月
四
日
吻
、
五
ｉ
ｉ
ａ

に
行
い
ま
す
の
で
、
当
日
の
登

記
業
務
は
円
滑
な
事
務
処
理
が
で

竟
防
場
合
が
あ
り
‘
一
子
。

こ
の
た
め
、
窓
口
を
利
用
さ
れ
る

人
は
、
移
送
日
の
両
日
を
避
け
て

有
価
証
券
の
払
渡
し
に
つ
い
て
は
、

宇
治
吝
節
庁
前
に
本
局
供
託
課

で
取
ぴ
扱
っ
た
も
の
は
従
来
ど
お

り
本
局
供
託
課
で
取
戻
し
、
ま
た

９
月
７
日
か
ら
業
務
開
始

登
記
簿
謄
・
抄
本
の
請
求
、
閲
覧

か
に
テ
ぐ
だ
さ
い
。
な
お
、
国
籍

事
務
に
つ
い
て
は
酒
分
の
間
本
局

戸
籍
課
ま
で
、
吏
叙
託
令
及
び

は
、
還
付
の
請
求
夕
じ
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
ず
。

■ （
京
都
地
方
法
務
局
）

所判裁易簡治宇部本防消市治宇型
万
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暮らしの中の犬

唯
Ｊ
’
叶
陥
？
フ
リ
ア
の
に

吽
冶
市
西
部
暗
陥
い
た
巨

周
迎
吟
社
ヽ
毎

■
4
T
i
j
＆
H
C

な

ろ
く
流
桁
す
る
風
土
病
だ

で
す
・
付
ｎ
の
幻
一
一
『
は
揖

だ
ヽ
こ
の
斟
知
に
琲
ま
さ

屑
判
祓
勤

汪
Ｆ
糾
頴

、
も
う
こ
の
よ
う
な
廊
心
一
眼
は

で
は
、
お
地
蔵
さ
ん
を
し
ぼ
り
に

和
る
Ｍ
は
な
い
よ
う
で
す
。

こ
の
荒
齢
地
蔵
の
よ
う
に
、
変

わ
っ
た
風
習
を
伝
え
て
い
る
ほ
と

け
さ
ま
や
神
さ
ま
、
ま
た
は
お
墓

～
Ｉ

や
樹
木
な
ど
は
、
き
っ
と
み
な
さ
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40歳以上の人は毎年胃検診
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胃検診申込書

子宮検診申込書

お申込みは、８月24日から

保健医療センター（市所向かい側）で受付

日
り
間
'
･
＾
-
ｆ
ｔ
療
ま
十
申
に
’
団
健
ま
健
・

2
4
な
時
時
１
太
医
Ｉ
不
の
理
は
保
り
保
い

月
に
付
―
‘
の
建
側
入
で
代
み
は
あ
所
さ

８
貝
受
後
時
書
保
い
記
送
・
・
込
書
も
役
だ

眸
定
゜
午
９
込
．
ヽ
か
・
郵
ん
す
申
込
に
市
く

５
｀
す
｀
前
申
え
向
い
・
せ
ま
の
申
付
ヽ
ね

和
で
ま
時
午
の
う
所
さ
話
ま
き
上
・
受
は
ず

昭
ｓ
り
1
2
は
上
い
役
だ
電
き
で
以
す
の
と
た

＝
日
切
ゝ
卯
＝
己
市
く
ヽ
で
も
名
ま
Ｉ
こ
お

間
2
9
め
時
―
法
が
ぐ
で
や
付
み
６
し
夕
い
で

期
月
締
９
土
方
全
一
ん
合
受
込
｀
を
ン
し
ま

み
８
い
前
眠
み
を
夕
込
場
は
申
お
付
セ
わ
課

込
ヽ
だ
午
咋
込
内
ン
申
な
み
る
な
受
療
・
く
生

中
㈲
し
は
４
申
く
セ
で
分
込
よ
体
医
す
衛

ｐ
ａ

宇治市スポーツ振興審議会委員

Ｓ
ｓ
ｗ
ｓ
長

ｔ
m
i

委
倭
会
本
貝
委
講
指
｀

会
蝕
会
副
委
副
長
長
学
操
い

長
貝
貝
合
長
団
会
会
校
校
大
体
者

議
委
委
連
長
事
年
貝
貝
校
校
期
長
康
導

会
匹
任
会
会
理
少
委
委
一
学
学
短
院
健
指

議
祉
一
匹
一
興
会
会
ッ
導
導
小
中
教
院
人
操

市
福
福
振
協
協
一
指
指
奪
治
文
医
啼
体
ｔ

治
教
教
育
育
育
ポ
育
育
小
宇
都
田
童
Ｂ

宇
文
文
体
体
体
ス
体
体
西
南
京
永
児
３
Ｊ

美
彦
行
信
治
二
雄
治
文
学
雄
夫
郎
子
子
人

一
武
一
政
安
浩
忠
秋
正
俊
午
圭
洋
１

口
原
井
．
田
瀬
本
内
山
上
田
川
田
西
井

野
堤
川
藤
和
広
福
藪
福
井
木
恒
永
今
堀

等
、
公
共
施
設
の
整
備
な
ど

に
追
わ
れ
、
広
く
市
民
の
要

望
に
こ
た
え
β
れ
て
い
な
い

の
が
現
状
で
す
。

こ
シ
し
た
こ
と
か
ら
、
す

・
…
・
：
キ
・
…
・
：
：
リ
：
…
・
…
ト
…
・
…
：
リ
：
…
：
：
線
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

昭
和
三
十
年
代
後
半
か
ら
の

人
口
急
増
に
伴
う
学
校
建
設

べ
て
の
市
民
が
、
い
つ
で
も
、

町
屋
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
活

動
が
で
き
る
整
備
計
画
の
策

馬
夭
貪
唾
題
と
な
っ
て

い
ま
ず
。

胃検診会場と検診日

なきでのとこ
育

く
体

欠
・

に
ツ

活
一

生
ポ

民
ス

市
い

30歳以上の女性は毎年子宮検診を

子宮検診医療機関

市民の体力向上めざし

スポーツ振興審議会を設置

そ
こ
１
市
で
は
市
民
の

体
力
向
上
牽
９
ｆ
学
治
市

ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会
（
和

田
安
炎
冥
）
忿
設
置
し
、

こ
の
ほ
ぺ
「
国
体
開
催
誘
致

か
踏
ま
え
た
宇
治
市
の
体
育

握
ｔ
l
な
ど
に
つ
い
て
諮
問

１
奔
し
た
。

諮
問
事
項
は
▽
社
会
体
育

推
進
の
た
め
の
体
制
の
強
化

・
充
実
▽
襲
房
育
施
設
の

警
語
実
▽
市
民
の
体
育
・

ス
ポ
ー
ツ
団
体
及
び
組
織
の

育
成
強
化
▽
体
育
・
ス
ポ
ー

ク
指
導
者
の
養
成
と
組
織
的

活
動
の
促
準
ト
の
四
つ
で

す
。
そ
し
て
、
緊
急
夕
要
す

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
中
間

答
申
忿
コ
け
る
こ
と
に
し
て

い
４
チ
。

◇

市
で
は
、
市
民
の
み
な
さ

ん
の
ご
意
見
・
ご
吾
価
ぷ

ま
え
、
地
域
に
根
ざ
し
た
社

会
体
育
の
充
実
に
努
め
る
こ

と
に
し
て
い
ま
７
。

（
襲
薮
育
課
）

「
体
育
振
興
」

を
諮
問

市
教
育
委
員
会
で
は
、
こ
の
ほ
ど
設
置
し
た
宇
治
市
ス
ポ
ー

ツ
審
議
会
に
、
市
の
昭
和
七
十
年
代
の
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興

施
策
に
つ
い
て
諮
問
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
市
の
社
会
体
育
の

現
状
と
諮
問
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
し
ょ
う
。

一
‥

一
ｌ・｀一］・］‥‥‥＠‥一″｀‥

］
‥

］］
・

］●］
Ｉ

］
い

］畢
‥

畢`
し

申‥‥］
一

‥‥
・

｀
・

］
一

］●］●］争］
・

］
一

‥
一

］‥い‥‥］‥●‥‥‥●

ｌ
ａ
ｌ
ａ
一
・
一
一
◆
ｓ
一
一
１
６
参
い
畢
一
・

一
■

・

…
…

ｍ

三
づ

¨

…
…

ｊ
一… …
・
一
一一

一 匹
一

４Ｆ

多一一

一一Ｖｙ

―

－
―

一

一

胃・子宮検診を受けましょう

1
１

１ １１ １
一一一一

一一一
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１
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洋意事項
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8りよだ政市治宇号
｛
りβ

り
ｒ
ａ

第

暴
走
は
さ
せ
る
な

許
す
な
街
ぐ
る
み

最
近
、
暴
走
族
が
質
量
と
も
に

凶
暴
化
ぶ
忿
花
ず
る
実
態
を
璽

視
し
、
各
都
市
で
暴
走
族
対
策
が

検
討
さ
れ
て
い
ま
ず
。
幽
ｙ
使

用
し
た
対
立
抗
争
や
一
般
車
両
を

襲
撃
す
る
な
戸
暴
資
凶
暴
化
ず
る

員
会
と
が
あ
り
未
丁
。
い
ず
れ

ね
使
用
者
・
労
働
者
お
よ
び
、

労
働
委
員
会
の
役
割

一
方
、
グ
ル
ー
プ
の
連
合
化
な
ど

が
最
近
の
特
徴
孕
。

市
で
も
。
暴
走
族
敬
こ
さ
な
い

街
づ
ぐ
り
衆
の
ざ
し
、
市
民
運
動

の
輪
皐
ハ
タ
＆
げ
て
い
ま
ず
。

ま
た
、
市
民
一
人
一
人
が
自
分
の

ま
わ
り
に
い
る
！
蛋
一
少
年
の
存

在
に
津
盲
し
、
こ
れ
ら
の
少
年
を

厳
し
い
監
督
の
目
と
暖
か
い
指
導

の
手
で
正
し
い
方
向
に
導
き
ま
し

Ａ
)
v
に
家
庭
’
心
は
次
の
よ
.
ｒ
v
Ｈ

点
に
十
分
気
を
つ
け
て
Ｖ
だ
さ
い
。

▽
安
易
な
車
の
与
又
方
衆
し
な
い
。

車
が
必
要
か
、
よ
ぐ
早
戸
石
と

話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

▽
ド
ラ
イ
バ
ー
Ａ
ｔ
し
て
の
責
任
と

自
覚
か
身
に
つ
け
さ
せ
る
。

十
代
と
い
え
ａ
ｊ
)
ｉ
>
’
ひ
と
ｔ
び

ハ
ン
ド
ル
盆
一
一
れ
ぱ
、
社
会
人

と
し
て
の
自
覚
が
欲
し
い
も
の
。

家
庭
で
の
し
つ
け
が
大
切
で
す
。

▽
車
を
利
用
ず
る
時
間
帯
に
つ
い

て
話
し
合
い
、
屈
伏
の
走
行
な

戸
ほ
や
め
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

（
宇
治
警
察
署
。交

通
労
政
課
）

一一
゛゛゛｀゛゛Ｉ

Ｉ

… 一

一一一一一一

②
不
当
労
働
行
為
の
救
済

労
働
誉
貴
会
は
、
労
働
者
が

ら
不
当
労
働
行
為
の
申
立
て
を

受
け
た
と
き
は
、
事
件
を
調
べ
、

催
し

フ
ァ
ミ
リ
ー
キ
ャ
ン
プ

家
族
い
っ
し
ょ
に
キ
ャ
ン
プ
生

活
の
楽
し
さ
か
吸
わ
っ
て
み
ま
せ

ん
か
。▼

と
き
・
・
・
９
自
首
以
田
午
後
３

時
か
ｎ
Ｓ
ｆ
ｏ
ｎ
ｉ
ｍ
午
後
４
時
ま
で
▼

と
こ
ろ
・
・
く
つ
わ
池
自
然
公
園

救
唇
巌
を
と
り
ま
ず
。

（
お
わ
ぴ
）

宇
治
市
で
は
、
働
ぐ
う
え
で

の
あ
ら
ゆ
る
（
Ｊ
相
談
に
５
じ
て

い
ま
ｙ
。
い
つ
で
も
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。（

奪
急
政
課
）

お盆
『

｀一゛゛｀゛一｀｀一゛゛゛゛｀゛゛｀―
－
Ｉ
Ｉ
―
Ｉ

自
『

一
｀゛

一
一゛゛゛

゛｀゛゛゛゛｀

一

゛

（
牢
治
田
原
町
）
▼
対
象
Ｌ
・
・
市
内
在

住
の
家
族
（
子
戸
Ｅ
ほ
小
学
生
以

占
▼
参
加
費
…
お
と
な
二
千
五

百
円
、
子
＆
皐
Ｌ
五
百
円
▼
内
容

・
：
ク
ラ
フ
ト
、
野
外
ゲ
ー
ム
、
星

座
の
話
と
観
測
、
自
然
観
察
な
ど

▼
申
込
み
・
・
参
加
費
か
そ
凡
て
、

宇
治
市
公
民
館
ま
で
。
先
着
2
0
組
。

不
用
品
情
報
セ
ン
タ
ー

譲
り
た
い
も
の
、
欲
し
い
も
の
は
セ
ン
タ

ー
に
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。
登
録
の
有
効
期

限
は
、
一
ヵ
月
間
で
す
。
交
渉
は
当
事
者
間

で
行
い
、
結
果
を
知
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

登
録
・
問
い
あ
わ
せ
Ｉ
商
工
観
光
課
へ
豊
○

３
－
４
－
内
線
2
6
4
ま
で
。

〈
ゆ
ず
り
ま
す
〉

じ
ゅ
.
ｒ
ｖ
f
j
ん
（
四
畳
半
怠
ハ

畳
）
、
電
気
あ
ん
ま
機
、
白
黒
テ

レ
ビ
、
子
ａ
ｊ
ｉ
Ｊ
ｆ
ｆ
目
転
≫
、
う

ぱ
車
、
ベ
ビ
ー
ダ
ン
ス
、
ベ
ビ

ー
用
か
や
、
登
山
靴
、
双
眼
鏡
、

ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
カ
ー
テ
ン
な

べ

事
前
打
ち
合
わ
＾
ｉ
Ｊ
ｏ
ｏ
ｉ
ｉ
t
ｊ
ｏ
日
午

後
７
時
か
良
行
い
ま
ず
。

（
宇
治
市
公
民
館
）

◇

ナ
イ
タ
ー
卓
球
大
会

Ａ
]
＊
"
０
０
１
１
１
:
＾
i
i
i
g
’
５
:
5
7
日

困
、
い
ず
れ
も
午
後
７
時
か
ら
▼

と
こ
や
・
日
産
車
体
体
育
館
▼
種

目
・
：
個
人
戦
（
シ
ン
グ
ル
）
ト
ー

〈
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い
〉

ダ
ブ
ル
ベ
ッ
ド
、
げ
た
箱
、
ポ

ー
タ
ブ
ル
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
、
電

気
オ
ル
ガ
ン
、
石
油
ス
ト
ー
ブ
、

ガ
ス
コ
ン
ロ
、
ガ
ス
レ
ン
ヂ
（
プ

ロ
パ
ン
用
）
、
婦
人
用
ミ
ニ
サ

イ
ク
ル
、
男
子
用
自
転
車
、
学

習
机
、
卓
上
ミ
シ
ン
、
キ
ャ
ン

格
…
宇
治
市
民
（
学
生
忿
隊
く
）

▼
参
加
料
・
・
・
一
二
百
円
▼
申
込
み
：

宇
治
市
体
育
’
饗
（
五
ヶ
庄
三
番

割
、
Ｓ
⑩
ｔ
９
０
５
）
へ
▼
問
合

わ
ｔ
・
・
日
産
車
体
（
豊
９
２
３
２

３
内
悍
ｔ
４
Ｓ
）
の
千
賀
さ
ん

ま
で
。
（
社
心
一
教
育
課
）

◇

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
教
室

ナ
メ
ン
ト
方
式
▼
ラ
ン
ク
分
け
・
・
・
▼
と
き
・
・
８
月
2
4
日
-
C
5
月
1
7

男
石
部
・
｛
孚
の
″
Ｖ
参
加
資
ヽ
日
ま
で
の
毎
週
月
・
木
曜
日
、
午

^
＞
＜
＞
-
■
＜
―
＜
^

マムシに

かまれたら

マ
ム
シ
に
か
奔
れ
る
戸
局
部

に
二
つ
の
海
坊
あ
と
が
つ
き

康
司
そ
し
て
暗
紫
色
に
は
れ

上
口
痛
み
か
強
く
、
リ
ン
パ
腺

ｔ
Ｊ
ｌ
ｆ
ｉ
れ
、
重
い
と
き
に
は
、
も

芦
予
、
下
痢
な
ど
い
ろ
い
ろ
な

症
状
が
起
こ
り
ま
ず
。

か
奔
れ
た
ら
、
い
ち
早
ぐ
か

次
れ
た
場
所
か
ら
心
臓
に
近
い

部
分
を
タ
オ
ル
な
ど
で
軽
ぐ
し

ぱ
る
か
、
手
で
お
さ
Ｉ
チ
。

そ
の
上
で
、
す
ぐ
救
急
車
を
呼

び
正
し
い
処
置
を
＊
ｔ
ｅ
る
こ
と

で
す
。
救
急
車
は
、
マ
ム
シ
血

清
の
あ
＆
病
院
へ
患
者
を
運
ぶ

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
７
．

な
お
、
マ
ム
シ
は
ふ
つ
う
の
ヘ

ピ
と
違
い
、
頭
部
が
三
角
形
で
、

胴
が
太
く
な
っ
て
い
ま
す
。
体
長

は
五
十
り
μ
ぐ
ら
い
の
も
の
が
多

い
ぷ
名
タ
。

（
保
箆
早
課
）

一
1
1
1
1
‐
1
1
1
1
1
1
自
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
『

‐｀｝゛゛゛｀

｀″゛″｀一｀一゛゛゛一゛
一

゛ｒ

を意注ごに中の草
ゆ｀一一一ｌ゛｀

゛｀ｒ

プ
用
テ
ン
ト
、
ス
チ
ー
ル
倉
庫
、

も
ち
つ
さ
７
ｙ
、
地
球
儀
な
ど
。

６
・
７
月
の成

立
状
況

今
月
で
セ
ン
タ
ー
を
開
始
し

て
三
ヵ
月
。
六
・
七
月
の
二
力

月
間
で
倣
姦

件
数
は
、
百
三
。

十
二
件
で
、
成

立
し
た
の
は
十

四
組
、
約
二
割

ぶ
一
。ま

だ
ま
だ
ａ

え
>
(
＆
｡
；
？
ｖ
ｊ
Ｓ
９

用
し
て
い
な
い

も
の
が
あ
り
ま

し
た
ら
ぜ
ひ
登

録
し
て
･
ｙ
だ
さ

い
。

ま
た
、
登
録
の
期
限
切
れ
に
。

よ
る
取
消
し
が
増
え
て
い
ま
ず
。

登
録
後
一
ヵ
月
た
て
ば
再
登

録
の
連
絡
武
ａ
い
し
津
ｙ
。

（
商
工
観
光
課
）

取
扱
分
類
羅
灘
ａ
乱

家
具
1
0
7
1

電
気
製
品
7
1
0
3

楽
器
８
４
４

石
油
・
ガ
ス
器
具
５
４
１

自
転
車
1
1
0
0

ベ
ビ
ー
子
供
用
品
1
8
1
7
4

ス
ポ
ー
ツ
ー
レ
ジ
ャ
ト
用
品
２
２
０

一
般
家
庭
用
品
6
2
0
‐
１

学
習
用
品
１
０
０

Ｉ
ｆ

＜
ａ
ａ
6
8
6
4
１

後
７
時
半
か
ら
▼
と
こ
ろ
・
：
西
小

倉
中
学
校
▼
対
象
卜
市
民
ま
た
は

市
内
に
勤
務
す
る
一
般
茎
痴
人

▼
登
録
料
・
・
・
邸
昌
▼
申
込
み
・
：

登
録
料
衆
て
凡
て
襲
蕨
育
課
ま

で
。
（
社
会
教
育
課
）

◇

市
民
将
棋
大
会

ｙ
と
章
・
・
９
日
蔓
局
一
午
前
９

時
半
か
ら
▼
と
こ
ろ
…
民
会
館

３
階
▼
参
加
資
格
・
・
・
市
民
毒
た
は

市
内
に
通
勁
・
通
学
し
て
い
る
人

▼
試
合
方
法
・
・
・
小
・
中
学
生
の
部

（
低
学
年
・
高
学
年
・
中
厚
生
）

と
一
般
の
部
（
有
段
者
・
一
級
～

五
級
・
初
心
者
）
に
分
か
れ
て
対

局
し
、
勝
者
に
は
賞
か
贈
呈
▼
申

込
み
・
・
・
希
望
ク
ラ
ス
を
決
め
て
．

ｏ
ｏ
ｎ
ｒ
Ｓ
日
ま
で
に
社
会
教
育
課

Ｃ
ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｏ
ｒ
Ｈ
＾
ｒ
Ｈ
内
線
Ｓ
）
へ
。

（
社
会
教
育
課
）

◇

魚
つ
か
み
取
り
大
会

Ｖ
Ｓ
・
・
・
８
晶
晶
正
午
～

午
後
２
時
▼
と
こ
ろ
Ｌ
府
立
宇
治

公
園
中
ノ
島
▼
参
加
料
：
網
代
と

し
て
ｆ
人
二
百
円
▼
問
い
<
ｉ
ａ
ｃ
＾

Ｅ抹5
6

・
・
宇
治
観
光
協
会
（
一
‘
０
２
８
０

８
）
へ
。

な
お
、
指
定
の
用
具
以
外
の
も

の
は
便
用
で
零
ま
せ
ん
。
雨
天
の

場
合
は
中
柵
￥
ヂ
。

（
商
工
観
光
課
）

案
内

特
別
土
地
保
有
税

今
月
中
に
申
告
を

男
姫
亨
月
λ
口
か
品
年

■
６
鳳
Ｊ
日
ま
で
の
間
に
。
１
回
ま

た
社
数
回
に
わ
た
っ
て
合
計
五
千

平
方
μ
心
基
準
面
積
）
以
上
の
土

地
を
取
得
し
た
人
は
。
８
β
Ｍ
日

ま
で
に
特
別
土
地
保
有
税
の
申
告

を
し
て
ぐ
だ
さ
い
。
な
お
、
登
記

が
移
っ
て
い
な
ぐ
て
も
、
現
実
に

l
？
＊
)
ｉ
ｐ
≪
j
れ
て
い
る
十
珊
で
あ

れ
ば
申
告
し
な
け
れ
ほ
な
り
ま
せ

ん
。
ご
注
意
ぐ
だ
さ
い
。

非
課
税
土
地
、
特
例
譲
渡
お
よ

び
免
除
の
認
定
を
受
け
よ
■
Ｏ
Ａ
ｒ
ｔ
＾

(
０
人
は
、
里
暑
と
と
も
に
認
定

申
請
書
か
提
出
し
て
ぐ
だ
さ
い
。

用
紙
は
資
鷺
臓
に
あ
り
ま
ず
。

（
資
信
服
）

戸
Ｏ

ｎ
乙

０－

弓
‐
一

３

や
さ
し
い
労
働
教
室
⑥

◇
労
働
委
異
會

労
使
間
の
紛

争
は
、
あ
く
ま

で
も
労
使
の
自

i
ｒ
ｔ
ｓ
解
決
が
原
則
ぷ
ｙ
。
し
か
。
公
益
を
代
表
す
る
同
人
数
の
委

し
、
こ
れ
を
た
す
け
る
た
め
の
員
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
ま

公
の
機
関
い
ζ
し
て
労
働
香
員
心
一
す
。

が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
労
働
香
員
会
は
、
次
の
仕
事

労
働
委
員
合
一
は
、
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暴走族を追放しよう
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